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設置許可基準規則第三十五条 技術基準規則第四十七条 備考 

(通信連絡設備) 
第三十五条 工場等には、設計基準事故が発生した場合
において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報
装置（安全施設に属するものに限る。）及び多様性を確保
した通信連絡設備（安全施設に属するものに限る。）を設
けなければならない。 
 
【解釈】 
１ 第１項に規定する「通信連絡設備」とは、原子炉制御
室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋、タービン建
屋等の建屋内外各所の者への操作、作業又は退避の指示
等の連絡を、ブザー鳴動等により行うことができる装置及び音
声により行うことができる設備をいう。 

(警報装置等) 
４ 工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施
設の損壊又は故障の際に発電用原子炉施設内の人に対
し必要な指示ができるよう、警報装置及び多様性を確保し
た通信連絡設備を施設しなければならない。 
 
 
【解釈】 
５ 第４項に規定する「一次冷却系統に係る発電用原子
炉施設の損壊又は故障」とは、事故の発生等（一次冷却
系に係る発電用原子施設の損傷又は故障を含む。）に
伴い従業員等の一時退避、事故対策のための集合等を
要する事態をいう。 
 
６ 第４項に規定する「警報装置及び多様性を確保した
通信連絡設備」とは、原子炉制御室等から人が立ち入る
可能性のある原子炉建屋、タービン建屋等の建屋内外各
所の人に操作、作業、退避の指示等の連絡を、ブザー鳴
動等により行うことができる設備及び音声により行うことがで
きる設備をいう。 

 
一部追加要求 
 
 
 
 
 
 
追加要求事項 

１．新規制基準への適合方針（１／３） 
   要求事項の整理 
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設置許可基準規則第三十五条 技術基準規則第四十七条 備考 

２ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において発
電用原子炉施設外の通信連絡をする必要がある場所と通
信連絡ができるよう、多様性を確保した専用通信回線を設け
なければならない。  
 
【解釈】 
２ 第２項に規定する「通信連絡する必要がある場所と通
信連絡ができる」とは、所外必要箇所への事故の発生等に係
る連絡を音声により行うことができる通信連絡設備、及び所
内（原子炉制御室等）から所外の緊急時対策支援システ
ム（ERSS）等へ必要なデータを伝送できる設備を常時使
用できることをいう。 
 
３ 第２項に規定する「多様性を確保した専用通信回線」と
は、衛星専用 IP 電話等、又は発電用原子炉設置者が独
自に構築する専用の通信回線若しくは電気通信事業者が
提供する特定顧客専用の通信回線等、輻輳等による制限
を受けることなく使用できるとともに、通信方式の多様性
（ケーブル及び無線等）を備えた構成の回線をいう。 
 
４ 第３５条において、通信連絡設備等については、非常
用所内電源系又は無停電電源に接続し、外部電源が期待
できない場合でも動作可能でなければならない。 

５ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において
当該発電用原子炉施設外の通信連絡をする必要がある
場所と通信連絡ができるよう、多様性を確保した専用通信
回線を施設しなければならない。 
 
【解釈】 
７ 第５項に規定する「当該発電用原子炉施設外の通
信連絡」とは、原子炉制御室等から、使用制限を受けない
専用の通信回線を通じて、所外必要箇所への事故の発生
等（一次冷却系に係る発電用原子炉施設の損傷又は
故障を含む。）に係る連絡をいう。 

追加要求事項 
 
 
 
 
 

１．新規制基準への適合方針（２／３） 
   要求事項の整理 
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１．新規制基準への適合方針（３／３） 
   要求事項の整理 

設置許可基準規則第六十二条 技術基準規則第七十七条 備考 

(通信連絡を行うために必要な設備) 
第六十二条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生
した場合において当該発電用原子炉施設の内外の通信連
絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備
を設けなければならない。 
 
【解釈】 
１ 第６２条に規定する「発電用原子炉施設の内外の通
信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な
設備」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を
有する措置を行うための設備をいう。 
 
  ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備   
  電源設備を含む。）からの給電を可能とすること。 

(通信連絡を行うために必要な設備) 
第七十七条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発
生した場合において当該発電用原子炉施設の内外の通
信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要
な設備を施設しなければならない。 
 
【解釈】 
１ 第７７条に規定する「当該発電用原子炉施設の内
外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため
に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以
上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 
 
 ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備  
  電源設備を含む。）からの給電を可能とすること。 

追加要求事項 
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発電所内及び発電所外との通信連絡設備として，以下の通信連絡設備を設置する。 

・通信連絡設備(発電所内)：中央制御室等から建物内外の者に対し，必要な操作，作業又は退避の指示及び連絡を行う。 

・通信連絡設備(発電所外)：発電所外の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行う。 

・安全パラメータ表示システム(SPDS)：緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送する。 

・データ伝送設備：発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム(ERSS)等へ必要なデータを伝送する。 

２. 通信連絡設備の概要 

通信連絡設備の概要図 

※１：局線加入電話設備に接続 
   されており，発電所外への   
   通信連絡が可能である。 
※２：緊急時対策所のＳＰＤＳ伝 
   送サーバから第一データセ 
   ンターへ，本社経由で第二 
   データセンターへ伝送する。 
※３：国の緊急時対策支援シス 
   テム。 
※４：安全パラメータ表示システ 
   ム（ＳＰＤＳ）に含む。 
※５：中央制御室待避室におい 
   ても通信連絡が可能である。 



6 ３．通信連絡設備（発電所内）の多様性（１／２） 

 中央制御室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建物，タービン建物等の建物内外の者への必要な操作，
作業又は退避の指示等の連絡を行うことができる設備として，所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電
力保安通信用電話設備，衛星電話設備，無線通信設備及び有線式通信設備の多様性を確保した通信連
絡設備（発電所内）を設置又は保管する設計とする。 

※１：現場（屋内）：制御室建物，原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物 

通信連絡設備（発電所内）の多様性 
主要設備 機能 通信回線種別 通信連絡の場所※１ 

所内通信連絡設備 
（警報装置を含む。） 

ハンドセット 
ステーション・スピーカ 

電話 有線系回線 

・緊急時対策所－中央制御室 
・緊急時対策所－現場（屋外） 
・中央制御室－現場（屋内） 

電力保安通信用 
電話設備 

固定電話機 電話 有線系回線 
・緊急時対策所－中央制御室 
・中央制御室－現場（屋内） 

ＰＨＳ端末 電話 
有線系／ 
無線系回線 

・緊急時対策所－中央制御室 
・緊急時対策所－現場（屋外） 
・中央制御室－現場（屋内） 
・現場（屋外）－現場（屋外） 

ＦＡＸ ＦＡＸ 有線系回線 ・緊急時対策所－中央制御室 

衛星電話設備 
衛星電話設備（固定型） 
衛星電話設備（携帯型） 

電話 衛星系回線 

・緊急時対策所－中央制御室 
・緊急時対策所－現場（屋外） 
・現場（屋外）－現場（屋外） 

無線通信設備 
無線通信設備（固定型） 
無線通信設備（携帯型） 

電話 無線系回線 

・緊急時対策所－中央制御室 
・緊急時対策所－現場（屋外） 
・現場（屋外）－現場（屋外） 

有線式通信設備 有線式通信機 電話 有線系回線 ・中央制御室－現場（屋内） 



7 ３．通信連絡設備（発電所内）の多様性（２／２） 

通信連絡設備（発電所内）の概要図 

 多様性を確保した通信連絡設備（発電所内） の概要を示す。 



8 ４．通信連絡設備（発電所外）の多様性 

※１：通信の制限とは，輻輳のほか，災害発生時の通信事業者による通信規制を想定 
※２：局線加入電話設備にも接続されており，発電所外への連絡も可能 

多様性を確保した音声等による通信回線 

【凡例】 ・専用 ○：専用回線 
 －：非専用回線 

     ・制限 ◎：制限なし 
 ○：制限の恐れが少ない  

 発電所外の必要箇所と事故の発生等に係る連絡を音声により行うため，通信連絡設備（発電所外）として，
電力保安通信用電話設備，テレビ会議システム，専用電話設備，衛星電話設備（社内向），衛星電話
設備，統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備及び局線加入電話設備を設置又は保管する設
計とし，有線系回線，無線系回線又は衛星系回線による通信方式の多様性を確保した専用通信回線に接
続し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設計とする。 

通信回線種別 主要設備 機能 専用  通信の制限※１ 

電力保安通信用回線 

有線系回線 
（光ファイバ） 

テレビ会議システム テレビ会議システム（社内向） テレビ会議 ○ ◎ 

電力保安通信用電話設備※２ 
固定電話機 電話 ○ ◎ 
ＰＨＳ端末 電話 ○ ◎ 
ＦＡＸ ＦＡＸ ○ ◎ 

専用電話設備 専用電話設備（ホットライン） 電話 ○ ◎ 

無線系回線 
（マイクロ波無線） 電力保安通信用電話設備※２ 

固定電話機 電話 ○ ◎ 
ＰＨＳ端末 電話 ○ ◎ 
ＦＡＸ ＦＡＸ ○ ◎ 

通信事業者回線 

有線系回線 
（災害時優先契約あり） 

局線加入電話設備 
固定電話機 電話 － ○ 
ＦＡＸ ＦＡＸ － ○ 

衛星系回線 
衛星電話設備 衛星電話設備（固定型，携帯型） 電話 － ○ 

衛星電話設備（社内向） 
テレビ会議システム（社内向） テレビ会議 ○ ○ 
衛星社内電話機 電話 ○ ○ 

有線系回線 専用電話設備 専用電話設備（ホットライン） 電話 ○ ◎ 

通信事業者回線（統
合原子力防災ネット
ワーク） 

有線系回線 
（光ファイバ） 

統合原子力防災ネットワークに 
接続する通信連絡設備 

ＩＰ－電話機 電話 ○ ◎ 
ＩＰ－ＦＡＸ ＦＡＸ ○ ◎ 
テレビ会議システム テレビ会議 ○ ◎ 

衛星系回線 
統合原子力防災ネットワークに 
接続する通信連絡設備 

ＩＰ－電話機 電話 ○ ◎ 
ＩＰ－ＦＡＸ ＦＡＸ ○ ◎ 
テレビ会議システム テレビ会議 ○ ◎ 



9 
５．安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 
          及びデータ伝送設備の多様性（１／２） 

 データ伝送設備は，ＳＰＤＳデータ収集サーバからデータを収集し，緊急時対策支援システム
（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送可能な設計とし，常時使用できるよう，通信事業者が提
供する専用の統合原子力防災ネットワーク（有線系及び衛星系）に接続し，多様性を確保する。
また，専用の電力保安通信用回線（有線系及び無線系）及び通信事業者が提供する専用の
衛星通信回線（衛星系）にも接続し，多様性を確保する設計とする。 

  
安全パラメータ表示システム(ＳＰＤＳ)及びデータ伝送設備の概要図 

※１：国の緊急時対策支援システム，緊急時対策所のＳＰＤＳ伝送サーバから第一データセンターへ， 
   緊急時対策所のＳＰＤＳ伝送サーバから本社経由で第二データセンターへ伝送する。 
※２：通信事業者所掌の統合原子力防災ネットワークを超えた範囲から国所掌のＥＲＳＳとなる。 
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通信回線種別 主要設備 機能 専用 
通信の 
制限※ 

電力保安通信用回線 

有線系回線 
（光ファイバ） 

データ伝送設備 ＳＰＤＳ伝送サーバ データ伝送 ○ ◎ 

無線系回線 
（マイクロ波無線） 

通信事業者回線 衛星系回線 

通信事業者回線 
（統合原子力防災 
  ネットワーク） 

有線系回線 
（光ファイバ） 

衛星系回線 

※：通信の制限とは，輻輳のほか，災害発生時の通信事業者による通信規制を想定 

多様性を確保した必要なデータを伝送できる通信回線 

 
【凡例】 ・専用 ○：専用回線 
 －：非専用回線 

     ・制限 ◎：制限なし 
 ○：制限の恐れが少ない  

 データ伝送設備については，有線系回線，無線系回線又は衛星系回線による通信方式の多様性を確保し
た専用通信回線に接続し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設計とする。 

５．安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 
          及びデータ伝送設備の多様性（２／２） 
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６．通信連絡設備の非常用所内電源， 

               無停電電源への接続（１／２） 

中央制御室における非常用所内電源又は充電器からの電源構成図 

 中央制御室における通信連絡設備は，外部電源喪失時，非常用所内電源設備である非常用ディーゼル発
電機又は充電器（蓄電池等を含む。）から受電可能な設計とする。 

谷浦Ｂコメ対応 
 ・ＧＴＧおよび高圧発電機 
 車の緑点線削除 
 ・通信連絡設備他，青点  
 線削除 

 ・上記に伴い凡例の記載
変更 
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緊急時対策所における非常用所内電源又は充電器からの電源構成図 

 緊急時対策所における通信連絡設備は，外部電源喪失時，非常用所内電源設備である非常用ディーゼル
発電機又は無停電電源装置（充電器等を含む。）から受電可能な設計とする。 

６．通信連絡設備の非常用所内電源， 

               無停電電源への接続（２／２） 



13 ７．通信連絡設備の代替電源設備（１／２） 

中央制御室における代替電源設備からの電源構成図 

 中央制御室における通信連絡設備は，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合
においても，代替電源設備である常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）又は可搬型代替交流電源
設備（高圧発電機車）からの給電が可能な設計とする。 

谷浦Ｂコメ対応 
 ・ＤＧおよび充電器の 
 赤点線削除 
 ・通信連絡設備他，青点  
 線削除 

 ・上記に伴い凡例の記載
変更 
 



14 ７．通信連絡設備の代替電源設備（２／２） 

緊急時対策所における代替電源設備からの電源構成図 

 緊急時対策所における通信連絡設備は，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が
喪失した場合においても，代替電源設備である緊急時対策所用発電機からの給電が可能な設計
とする。 



15 

技術的能力に係る審査基準 

(1.19 通信連絡に関する手順等) 
発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生した場合において発電用原子炉施設の内外の通信連絡
をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針
が適切に示されていること。 
 
【解釈】 
１ 「発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な手順等」と
は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 
 
 ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）からの給電を可能とすること。 
 ｂ）計測等行った特に重要なパラメータを必要な場所で共有する手順等を整備すること。 

 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実
施するために必要な技術的能力に係る審査基準」では，通信連絡設備に関し，以下のとおり要求している。 

８．通信連絡に関する手順等（１／３） 



16 ８．通信連絡に関する手順等（２／３） 

 重大事故等が発生した場合において，特に重要なパラメータを計測し，その結果を発電所内及び発電所外（社内外）の 

必要な場所で共有するため，通信連絡設備（発電所内）及び通信連絡設備（発電所外）を使用する手順等を整備する。 

 ■ 通信連絡設備（発電所内） 

  [着手の判断基準] 
    重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備（発電所内）及び安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）に

より，発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場合。 

重大事故等対処設備 手順の概要 

衛星電話設備（固定型） 一般の電話機と同様の操作により，通信先の電話番号をダイヤルし，連絡する。 

衛星電話設備（携帯型） 一般の携帯型電話機と同様の操作により，通信先の電話番号をダイヤルし，連絡する。 

無線通信設備（固定型） 使用前に取り決めた通話チャンネルに設定したうえで，通話ボタンを押し，連絡する。 

無線通信設備（携帯型） 使用前に取り決めた通話チャンネルに設定したうえで，通話ボタンを押し，連絡する。 

有線式通信設備 
最寄りの壁面に設置されている専用接続端子と有線式通信機を接続し，スイッチを操作して相手先を呼び出し，
連絡する。 

安全パラメータ表示システム
（ＳＰＤＳ） 

○ＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバ 
 常時伝送を行うため，通常操作は必要ない。 
○ＳＰＤＳデータ表示装置 
 操作手順は，「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。 

所内通信連絡設備 
（警報装置を含む。） 

受話器を持ち上げ，使用チャンネルを選択し，連絡する。 

電力保安通信用電話設備 
一般の電話機，携帯型電話機又はＦＡＸと同様の操作により，通信先の電話番号をダイヤル又は短縮ダイ
ヤルボタンを押し，連絡する。 

発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順等 



17 ８．通信連絡に関する手順等（３／３） 

重大事故等対処設備 手順の概要 

衛星電話設備（固定型） 一般の電話機と同様の操作により，通信先の電話番号をダイヤルし，連絡する。 

衛星電話設備（携帯型） 一般の携帯型電話機と同様の操作により，通信先の電話番号をダイヤルし，連絡する。 

統合原子力防災ネットワーク
に接続する通信連絡設備 

テレビ会議システム：テレビ会議システムとモニタの電源を「入」操作後，テレビ会議システムの待受け画面を確認し，   
             通信が可能な状態し，操作端末により，通信先と接続する。 
ＩＰ－電話機  ：一般の電話機と同様の操作により，通信先の電話番号をダイヤルし，連絡する。 
ＩＰ－ＦＡＸ  ：一般のＦＡＸと同様の操作により，通信先の電話番号等をダイヤルし，連絡する。 

データ伝送設備 常時伝送を行うため，通常操作は必要ない。 

電力保安通信用電話設備 
一般の電話機又はＦＡＸと同様の操作により，通信先の電話番号をダイヤル又は短縮ダイヤルボタンを押し，連
絡する。 

局線加入電話設備 
一般の電話機又はＦＡＸと同様の操作により，通信先の電話番号をダイヤル又は短縮ダイヤルボタンを押し，連
絡する。 

テレビ会議システム 
テレビ会議システムとモニタの電源を「入」操作後，テレビ会議システムの待ち受け画面を確認し，通信が可能な状
態とし，操作端末により，通信先と接続する。 

専用電話設備 通信先の呼出しボタンを押し，連絡する。 

衛星電話設備（社内向） 
衛星社内電話機 ：一般の電話機と同様の操作により，通信先の電話番号をダイヤルし，連絡する。 
テレビ会議システム（社内向）：テレビ会議システムとモニタの電源を「入」操作後，テレビ会議システムの待ち受け 
                     画面を確認し，通信が可能な状態とし，操作端末により，通信先と接続する。 

■ 通信連絡設備（発電所内外） 

 [着手の判断基準] 

   重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備により，発電所外（社内外）
の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場合。 

発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順等 

代替電源設備から給電する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」及び「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。 



18 ９．審査会合での指摘事項に対する回答 

番号 審査会合日 指摘事項の内容 回答頁 

1 平成27年2月10日 
通信連絡設備について基準地震動を考慮して多様性を有して
いることを説明すること。 P19 

2 平成27年2月10日 
E-SPDSの基本設計において、今後の監視パラメータの追加や監
視機能の拡張等を鑑み、余裕のあるデータ伝送容量や表示機能
の拡張性が考慮されていることを説明すること。 

P20 

3 平成27年3月24日 
有線のものについて、図面に示されている系統は全てか。残ってい
る配線による悪影響について説明すること。 

P21,22 

4 平成27年3月24日 
耐震性を有する施設を介さないでも本店への情報伝達手段を確
保できる根拠を説明すること。 

P21,22 

5 平成27年3月24日 
耐震性の担保について、緊対所と原子炉建屋の間のケーブルが
対象になっていない妥当性を説明すること。 

P19 

6 平成27年3月24日 
無線については確実に耐震性を担保し、有線については特段担
保しない妥当性について説明すること。 

P19 

7 平成27年3月24日 緊対所における送受信機の耐震性の担保について説明すること。 P19 

8 平成27年3月24日 
本店に対するデータ転送について多様性の確保を含めて再検討
すること。 

P21,22 

9 平成27年3月24日 
内部火災や内部溢水などの外乱に対する多様性の確保について
説明すること。 

P23 



19 ９．審査会合での指摘事項に対する回答（No.1,5,6,7） 

 指摘事項（審査会合Ｈ27.2.10） 
・通信連絡設備について基準地震動を考慮して多様性を有していることを説明すること。 

 指摘事項（審査会合Ｈ27.3.24） 
・耐震性の担保について、緊対所と原子炉建屋の間のケーブルが対象になっていない妥当性を
説明すること。 
・無線については確実に耐震性を担保し、有線については特段担保しない妥当性について説明
すること。 
・緊対所における送受信機の耐震性の担保について説明すること。 
 

 回答 
 設置許可基準第35条では設計基準事故時において，ＥＲＳＳ等に必要なデータを伝送
することに対し，回線に多様性の要求があり，２号炉建物ー緊急時対策所間，発電所ー本
社間は，有線系，無線系又は衛星系で伝送可能とする。 
 設置許可基準第61条の緊急時対策所において，必要なデータの把握について基準地震動
による地震力に対して機能維持が要求されており，これについて耐震性を有した無線系および
衛星系によって通信連絡を確保することとしている。なお，有線系のケーブルについても，可とう
性を有するとともに余長を確保することにより，地震力による影響を低減する設計としている。 



20 ９．審査会合での指摘事項に対する回答（No.2） 

 指摘事項（審査会合Ｈ27.2.10） 
 E-SPDSの基本設計において、今後の監視パラメータの追加や監視機能の拡張等を鑑み、
余裕のあるデータ伝送容量や表示機能の拡張性が考慮されていることを説明すること。 
 

 回答 
 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，今後のプラントパラメータの追加を考慮し，
表示可能なプラントパラメータ数は必要なプラントパラメータ数に対し，余裕を持った設計とする
とともに，ＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバのソフトウェアを改造することに
より拡張可能な設計としている。 
 また，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のデータ伝送容量は，今後のプラントパラ
メータの追加を考慮し，回線容量は必要回線容量に対し余裕を持った設計としている。 

通信回線種別 
建物間における 
データ伝送路 

必要回線容量※２ 回線容量※２ 

有線系回線 
２号炉～ 

緊急時対策所 
256kbps 100Mbps 

無線系回線 
２号炉～ 

緊急時対策所 
256kbps 6.5Mbps 

※２：各容量については，今後の詳細設計により，変更となる可能性がある。 

  必要となる 
プラントパラメータ数※１ 

表示可能な 
プラントパラメータ数※１ 

アナログ信号 ディジタル信号 アナログ信号 ディジタル信号 

ＳＰＤＳデータ 
収集サーバ 

204点 179点 700点 700点 

ＳＰＤＳ 
伝送サーバ 

204点 179点 700点 700点 

※１：各容量については，今後の詳細設計により，変更となる可能性がある。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のデータ伝送容量 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のデータ表示に係る容量 



21 
９．審査会合での指摘事項に対する回答 
                 （No.3,4,8）（１／２） 

 指摘事項（審査会合Ｈ27.3.24） 
 ・有線のものについて、図面に示されている系統は全てか。残っている配線による悪影響について  
  説明すること。 
 ・耐震性を有する施設を介さないでも本店への情報伝達手段を確保できる根拠を説明すること。 
 ・本店に対するデータ転送について多様性の確保を含めて再検討すること。 
 
 
 
 回答 
  安全パラメータ表示システム(ＳＰＤＳ)における発電所内建物間の有線系回線２回線は，  
 別ルートで緊急時対策所と接続しており，２号炉と緊急時対策所間を直接接続する設計と 
 する。 
  有線系回線に損傷が発生し，有線系回線によるデータ伝送の機能が喪失した場合，耐震性  
 を有した無線通信装置により，発電所内建物間のデータ伝送が継続可能な設計とする。 
  また，本社へのデータ伝送については，有線系および衛星系で多様性を確保しており，耐震  
 性を有した衛星通信装置により，地震時においても通信事業者回線（衛星通信回線）（衛 
 星系）を経由して本社へデータ伝送が可能な設計とする。 



22 
９．審査会合での指摘事項に対する回答 
                 （No.3,4,8）（２／２） 

  
安全パラメータ表示システム(ＳＰＤＳ)及びデータ伝送設備の概要図 

※１：国の緊急時対策支援システム，緊急時対策所のＳＰＤＳ伝送サーバから第一データセンターへ， 
    緊急時対策所のＳＰＤＳ伝送サーバから本社経由で第二データセンターへ伝送する。 
※２：通信事業者所掌の統合原子力防災ネットワークを超えた範囲から国所掌のＥＲＳＳとなる。 

通信回線の多様性 

有線2回線を 
直接接続 

耐震性を有した無線通信装置 耐震性を有した衛星通信装置 

 回答（つづき） 
  安全パラメータ表示システム(ＳＰＤＳ)及びデータ伝送設備の概要を示す。 
  



23 ９．審査会合での指摘事項に対する回答（No.9） 

 指摘事項（審査会合Ｈ27.3.24） 
 内部火災や内部溢水などの外乱に対する多様性の確保について説明すること。 
 

 回答 
 内部火災や内部溢水発生時においても設計基準対象施設と重大事故等対処設備が同時
に機能喪失しない設計としている。 

無線通信設備(固定型)の設計基準対象施設との独立性 無線通信設備(固定型)の多様性又は位置的分散 




